
　
一
本
松
公
園
バ
ン
ガ
ロ
ー
付

近
に
あ
る
炊
事
場
周
辺
は
傾
斜

が
あ
り
、
テ
ン
ト
張
り
や
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
を
す
る
の
に
不
便
で

し
た
が
、
６
月
19
日
（
月
）
に

石
を
並
べ
て
平
坦
な
ス
ペ
ー
ス

を
数
か
所
作
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

宇
美
町
土
木
組
合
の
皆
さ

ま
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

分
か
る
も
の
（
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
で
、
過
去
に
91
日
以
上
の

入
院
が
あ
る
場
合
の
み
）、
平
成

29
年
度
所
得
証
明
書
（
平
成
28
年

１
月
２
日
以
降
宇
美
町
に
転
入
の

方
の
み
）、
委
任
状
（
同
世
帯
以

外
の
方
の
申
請
の
場
合
）

　

宇
美
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入

中
の
70
歳
～
74
歳
の
方
に
交
付
し

て
い
る
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
」
の
有
効
期
限
が
７
月
31

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
７
月

下
旬
に
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を

郵
送
し
ま
す
の
で
８
月
に
な
り
ま

し
た
ら
差
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

８
月
以
降
の
一
部
負
担
金
の
割

合
は
、
平
成
28
年
中
の
収
入
を
基

に
決
定
し
ま
す
。
記
載
さ
れ
て
い

る
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
医
療
機
関
に
入
院
す
る
際
や
高

額
な
医
療
を
受
け
る
際
に
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」（
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は「
限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
を

提
示
す
る
と
、
窓
口
に
お
け
る
医

療
費
負
担
額
が
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
は
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
さ

れ
ま
す
。

　
認
定
証
は
申
請
し
た
月
の
初
日

か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
の
で
、

高
額
医
療
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は

速
や
か
に
住
民
課
国
保
医
療
係
の

窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、

現
在
お
持
ち
の
方
で
、
８
月
以
降

も
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、
８
月

中
に
申
請
手
続
き
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

【
対
象
者
】

　
宇
美
町
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
、
入
院
を
伴
う
医
療
や
高
額
な

医
療
を
受
け
る
予
定
の

①
69
歳
以
下
の
方

②
70
～
74
歳
で
住
民
税
非
課
税
の
方

【
必
要
な
も
の
】

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
証
、
印

鑑
、
世
帯
主
お
よ
び
申
請
者
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も

の
、身
分
を
証
明
で
き
る
も
の（
運

転
免
許
証
な
ど
）、
入
院
日
数
が

平成 29 年８月から高額療養費の上限額が変わります
（国民健康保険加入の 70 歳以上の方 および 後期高齢者医療制度の被保険者 )

平成 29 年 10 月から医療療養病床に入院している方
の光熱水費の負担が変わります

（国民健康保険加入の 65 歳以上の方 および 後期高齢者医療制度の被保険者）

　高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、決められた上限額を
超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は個人または世帯の所得に応じて決まってい
ます。この上限額が平成 29 年８月から下表のように変わります。

※１　過去 12 か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回｣ 該当となり、上限額が下がります。
※２　世帯収入の合計額が５２０万円未満（１人世帯の場合は３８３万円未満）の場合なども含みます。
●高額療養費支給対象者には ｢高額療養費の支給申請について（お知らせ）」をお送りしますので、窓口で申請してください。
●診療月の翌月１日から２年を過ぎると申請できません。
●後期高齢者医療については、一度申請いただくと次回から振込先口座に自動的に振り込みます。

適 用 区 分 外来 外来＋入院

（個人ごと） （世帯ごと）

現
役
並
み

課税所得
145万円
以上の方

44,400円
80,100円＋（医療費－267,000円）

×1％
〈多数回44,400円（※１）〉

一
般

課税所得
145万円
未満の方
（※２）

12,000円 44,400円

住
民
税
非
課
税

Ⅱ住民税
非課税世帯

8,000 円

24,600円

Ⅰ住民税
非課税世帯

（年金収入80万円
以下など）

15,000円

平成 29 年７月まで

外来 外来＋入院

（個人ごと） （世帯ごと）

57,600円
80,100円＋（医療費－267,000円）

×1％
〈多数回44,400円（※１）〉

14,000円
年間上限
144,000円

57,600円
〈多数回44,400円（※１）〉

8,000円

24,600円

15,000円

平成 29 年８月から

医療療養病床に入院している
65 歳以上の方

・医療の必要性の低い方

・医療の必要性の高い方
（指定難病の方以外）

・指定難病の方
・老齢福祉年金受給者

現在
（平成 29 年９月まで） 

３２０円

０円

０円

平成 29 年 10 月～
平成 30 年３月

３７０円

２００円

０円

平成 30 年４月～

３７０円

３７０円

０円

住民課　国保医療係　☎ 934-2241・福岡県後期高齢者医療広域連合　☎ 651-3111問い合わせ

住民課　国保医療係　☎ 934-2241・福岡県後期高齢者医療広域連合　☎ 651-3111問い合わせ

【１日当たりの光熱水費負担額】

「
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
」
更
新
の

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」・

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

申
請
の
お
知
ら
せ

住
民
課　
国
保
医
療
係

☎
９
３
４
‐
２
２
４
１

問
い
合
わ
せ

住
民
課　
国
保
医
療
係

☎
９
３
４
‐
２
２
４
１

問
い
合
わ
せ

　

７
月
～
９
月
に
か
け
て
は
、
ロ
グ

ハ
ウ
ス
風
の
バ
ン
ガ
ロ
ー
を
貸
し
出

し
て
お
り
、
テ
レ
ビ
も
照
明
も
あ
り

ま
せ
ん
が
、
自
然
を
純
粋
に
体
験
で

き
る
と
評
判
で
す
。
ま
た
、
こ
の
期

間
に
宇
美
町
商
工
会
の
会
員
企
業
が
、

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
用
の
食
材
な
ど
の
注

文
販
売
や
機
材
の
予
約
有
料
貸
し
出

し
を
行
う
こ
と
を
企
画
中
で
す
。

　

あ
な
た
も
「
自
然
」
と
「
涼
」
を

求
め
て
夏
の
レ
ジ
ャ
ー
を
計
画
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

「
一
本
松
公
園（
昭
和
の
森
）

バ
ン
ガ
ロ
ー
」

場
所　

宇
美
町
大
字
宇
美
字
正
楽
３

番
地
３
（
一
本
松
公
園
内
）

利
用
申
し
込
み

○
受
付
締
切
日　
９
月
28
日
（
木
）

○
受
付
時
間　
８
時
30
分
～
16
時
30
分

○
利
用
期
間

　
７
月
１
日（
土
）～
９
月
30
日（
土
）

○
使
用
料　
１
棟
３
，０
０
０
円

○
そ
の
他　

使
用
料
や
申
し
込
み
方

法
な
ど
の
詳
細
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

宇
美
町
に
あ
る
一
本

松
公
園
は
四
季
折
々
の

自
然
が
堪
能
で
き
、
年

間
を
通
し
、
た
く
さ
ん

の
方
が
訪
れ
ま
す
。
特

に
夏
季
は
大
自
然
の
中

で
行
う
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

や
、
公
園
内
に
流
れ
る

小
川
で
の
川
遊
び
に
多

く
の
来
園
者
で
賑
わ
い

ま
す
。

この企画は、糟屋地区各市町の広報担当者が
我が町を PR し、糟屋地区の地域振興に貢献す
ることを目的として行なっています。

糟屋地区広報合同企画家族で楽しい　一本松公園（昭和の森）バンガロー
建設・都市計画課 公園緑地係　☎934-3006　ホームページ http://www.town.umi.lg.jp/問い合わせ

こ
ん
に
ち
は
、民
生
委
員・児
童
委
員
で
す
！

～ 

私
た
ち
の
町
の
相
談
役 

～

問
い
合
わ
せ

福
祉
課　
福
祉
係　
☎
９
３
４
‐
２
２
７
８

問
い
合
わ
せ

建
設
・
都
市
計
画
課 

公
園
緑
地
係 
☎
９
３
４
‐
３
０
０
６

◎
原
田
小
校
区
部
会
紹
介

▼
毎
年
５
月
は
、
児
童
福
祉
週

間
で
す
。
宇
美
町
民
生
委
員
・

児
童
委
員
協
議
会
で
も
、
各
小

学
校
区
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お

い
て
児
童
の
下
校
時
の
見
守
り

活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

▼
通
学
路
は
児
童
に
と
っ
て
危

険
な
箇
所
も
多
く
、
今
後
も
地

域
の
方
々
と
連
携
を
と
り
な
が

ら
、
共
に
見
守
り
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
▼

こ
ち
ら
か
ら
挨
拶
を
す
る
と
元

気
に
挨
拶
を
し
て
く
れ
る
児
童

達
か
ら
元
気
を
も
ら
い
、
民
生

委
員
一
同
、
と
て
も
温
か
い
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

文
責  

宇
美
町
民
生
委
員
・
児
童

委
員
協
議
会  

原
田
小
校
区
部
会

原田小学校児童の下校時見守りの様子ボランティアで整備していただきました

宇
美
町
土
木
組
合
さ
ま
に
整
備
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
（
一
本
松
公
園
）

　平成 29 年 10 月から、医療療養病床に入院している 65 歳以上の皆さまの光熱水費の負担額を下表の
ように見直します。ただし、指定難病の方・老齢福祉年金受給者については、引き続き負担はありません。

7 6広報うみ（平成29年7月号） 広報うみ（平成29年7月号）


